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（１）プロジェクト名 

 

   石炭火力発電プロジェクト 

 

（２）実施場所 

 

   インドネシア共和国西ジャワ州 

 

（３）プロジェクト概要 

 

   石炭火力発電所を建設・所有・操業するもの 

 

（４）カテゴリ分類 

 

   カテゴリ「A」 

 

（５）カテゴリ分類の根拠 

 

   本プロジェクトは、環境ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすいセク

ター（火力発電セクター）に該当し、影響を及ぼしやすい特性を持つた

め。 

 

（６）環境許認可 

 

   インドネシア共和国制度に基づき、ESIA（環境社会影響評価報告書）が

作成され、2016 年 6 月に送電線部分、2017 年 7 月に石炭火力発電所部

分について、同国西ジャワ州政府により付帯条件付きで各々承認を取得

済である。事業会社は付帯条件について適切に対応する予定である。な

お、発電所部分の環境許認可について、当初西ジャワ州政府より 2016年

5月に承認取得済であったが、西ジャワ州政府を被告とする行政訴訟にお

いて、2017年 4月に第一審判決として、同許認可が無効の旨が言い渡さ

れた。かかる判決を踏まえ、利害関係者との協議を経て ESIA が追補さ

れた上で、前述のとおり 2017年 7月に新たな環境許認可が西ジャワ州政

府より発行された。同国政府・外部弁護士等の見解も取得の上、新たな



 

環境許認可は、同国制度に基づき有効なものである旨、確認されている。 

 

（７）汚染対策 

 

   大気質、水質、廃棄物及び騒音・振動等について、適切な措置が講じら

れている旨、確認されている。 

 

（８）自然環境面 

 

   自然環境面への影響に対して、適切な措置が講じられている旨、確認さ

れている。 

 

（９）社会配慮面 

 

   本プロジェクトにより社会経済的な影響を受ける住民等への配慮につい

て、対応計画が策定され、適切な措置が講じられている旨、確認されて

いる。 

 

（１０）適用国際基準 

 

IFCパフォーマンススタンダード 

 

（１１）その他・モニタリング 

 

上述の環境レビュー結果を踏まえ、ESIAに係る付帯条件の遵守状況、事

業者によるステークホルダーへの関与に関する状況及び生計回復計画の

実施状況等についてモニタリングを実施する予定。 

 

                                以 上 

 








